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人

等

　

　

　

　

_

議
案
第
三
十
七
号

三
朝
町
公
害
対
策
巷
説
会
条
例
の
制
定
陀
つ
い
て

次
の
と
お
ゎ
､
三
朝
町
公
害
対
策
審
鼓
会
条
例
を
削
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法

I

(
昭
和
二
十
二
年
法
縁
筋
｣
ハ
十
七
号
)
第
九
十
六
条
舞
叫
項
の
規
定
に
よ
わ
､
本
毎
会
の
態
決

を
求
め
る
｡

昭

和

四

十

六

年

三

月

十

五

日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

三

朝

町

長

　

　

攻

出

　

　

雑

　

　

巳

府
警
竺
ハ
尊
参
月
禁
色
席
奪
可
決
サ

三
朝
町
敦
金
蔵
長
牧
田
嶺

v

ヽ
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人　人　人

了

　

　

　

■

三
朝
町
公
筆
対
策
審
議
会
条
例
.

(
設
置
)

第
T
粂
　
公
審
対
席
基
本
法
･
(
昭
和
J
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
　
第
三
十
轟
の
規
定
に
基
づ
き
'

公
賓
対
策
に
関
す
る
琴
本
的
事
項
を
謝
査
審
議
す
る
た
め
､
町
長
の
諮
問
授
階
と
し
て
､
三
朝
町
公

等
対
策
審
議
会
　
(
以
下
｢
審
議
会
｣
と
い
う
｡
.
)
　
を
軽
く
｡

(
粗
放
)

第
二
条
　
審
議
会
蛙
へ
　
要
員
十
人
で
組
敷
す
る
｡

2
　
委
員
比
､
次
に
絡
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
､
町
長
が
委
耶
又
は
任
命
す
る
o

f
　
町
敷
金
の
議
員

二
　
学
級
経
験
者
.

三
　
町
の
職
員

(
任
期
)

第
三
粂
　
委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
0
　
た
だ
し
､

補
欠
委
員
の
任
融
は
､
前
任
考
の
残
任
ふ
期
間
と
す
る
｡

2
　
委
員
が
委
嘱
又
は
任
命
さ
れ
た
時
化
お
け
る
当
該
身
分
を
失
っ
た
場
合
は
､
委
草
を
辞
し
た
も
の
と

み
な
す
｡
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.
委
員
の
再
任
は
妨
げ
夜
S
o

(
会
長
及
び
由
金
藁
)

第
四
条
　
審
教
会
誓
会
長
及
び
副
会
長
を
駿
き
,
委
員
の
互
選
に
,
 
-
て
J
J
九
を
定
め
る
0

2
　
会
長
は
､
全
教
を
総
理
し
､
,
審
議
会
を
代
表
す
る
O

"

1

　

副

会

長

は

､

会

長

を

布

佐

し

､

会

長

に

事

故

が

あ

右

と

き

､

叉

は

全

集

が

永

け

た

と

き

は

､

そ

っ

′

務
を
代
理
す
る
｡

(
会
議
)

第
五
条
　
撃
旗
会
の
会
議
･
t
f
r
会
長
が
招
集
し
､
会
長
一
が
議
長
と
覆
る
0

2
　
審
議
会
は
在
任
警
芸
半
数
以
上
が
出
席
し
夜
け
れ
ば
､
会
警
轟
-
こ
と
が
で
き
A
J
･
い
o

～
)
　
金
敷
の
議
事
壮
'
出
席
警
芸
過
半
数
で
決
定
し
､
可
否
同
数
の
と
き
竺
訣
良
の
決
す
る
と
こ
･
ろ

陀

よ

る

O

(

部

会

)
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第
六
条
　
審
議
会
に
部
会
を
置
く
て
と
が
で
き
る
｡

2
　
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
･
j
d
'
会
長
が
指
名
す
る
O

(
幹
事
)

第
七
条
　
審
読
会
に
'
幹
事
若
干
人
を
暫
く
0

貰
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2

　

幹

事

は

'

さ

　

幹

事

は

､

4

　

幹

事

は

､

ノ

一

　

　

　

亀

町
職
員
の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
命
す
る
O

会
長
の
命
を
受
け
｢
.
審
議
会
の
所
掌
革
頚
に
つ
い
て
委
員
を
補
任
す
る
O

審
議
会
又
虻
準
会
の
会
欝
に
出
席
し
､
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
0

(
委
任
)

窮
八
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
､
審
議
会
の
誓
常
に
画
し
､
必
婁
な
事
項
は
､
町
長
が
窪

め
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
昭
和
弘
十
六
年
四
月
二
H
か
ら
親
行
す
ヮ
r
j
1
3


